
は
じ
め
に

二
〇
〇
〇
年
五
月
〜
七
月
、
陝
西
省
考
古
研
究
所
は
西
安
市
の
北
郊
で
十
五
基
の
古
墓
を
発
掘
し
、
調
査
整
理
を
行
っ
た
。
そ
の
う
ち
十
三
基
は

西
晋
時
代
に
属
し
、
残
る
二
基
は
北
周
時
代
の
墓
葬
で
あ
っ
た
。
そ
の
二
基
の
北
周
墓
の
一
つ
が
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
安
伽
墓
で
あ
る
。
発
掘
地

点
は
、
西
安
市
未
央
区
大
明
宮
郷�亢
底
寨
村
の
北
西
約
三
〇
〇�
。
墓
道
が
南
よ
り
北
に
向
か
っ
て
約
八�
穿
た
れ
、
そ
の
先
に
墓
門
が
あ
り
、
さ

ら
に
約
二
・
五�
の
甬
道
の
奥
に
一
辺
約
三
・
六�
の
墓
室
が
設
え
ら
れ
て
い
た
。
墓
門

(

石
門)

の
上
部
に
は
半
月
形
の
飾
り
版
が
施
さ
れ
、
中

央
部
に
三
頭
の
駱
駝
と
そ
の
背
上
の
台
で
燃
え
る
火
炎
、
そ
の
左
右
に
は
上
半
身
が
人
間
で
下
半
身
が
鳥
類
の
二
対
の
有
翼
神
像
な
ど
が
描
か
れ
て

い
た
。
こ
の
有
翼
神
は
ス
ラ
オ
シ
ャ
と
思
わ
れ
、
中
央
の
火
炎
と
と
も
に
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
意
匠
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
た
。
ま
た
、
墓
室
に
は

足
付
き
の
長
さ
約
二
・
三�
の
石
棺
牀
が
置
か
れ
、
そ
の
上
と
左
右
の
床
に
三
枚
の
石
製
パ
ネ
ル
が
倒
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
ら
は
元
々
は
石
棺
牀
の

奥
面
と
左
・
右
面
に
立
て
ら
れ
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
た
。
高
さ
六
八
㎝
の
そ
の
パ
ネ
ル
に
は
、
合
計
十
二
面
の
彫
刻
が
施
さ
れ
、
金
・
赤
・
緑

な
ど
の
顔
料
が
ま
だ
色
鮮
や
か
に
残
さ
れ
て
い
た
。
彫
刻
に
は
、
獅
子
狩
、
胡
旋
舞
、
琵
琶
楽
士
な
ど
の
西
域
系
意
匠
が
認
め
ら
れ
た
。
そ
の
見
事

な
レ
リ
ー
フ
は
、
前
号
で
取
り
上
げ
た

｢

虞
弘
墓｣

や
二
〇
〇
三
年
発
見
の

｢
史
君
墓｣

な
ど
と
と
も
に
、
学
界
の
耳
目
を
集
め
た
の
で
あ
っ
た
。

本
墓
葬
の
調
査
で
は
副
葬
品
の
発
見
が
少
な
か
っ
た
が
、
甬
道
に
は
遺
骨
・
銅
帯
具
と
と
も
に
誌
蓋
と
誌
石
の
墓
誌
が
残
さ
れ
て
い
た
。
鑑
定
の

結
果
、
遺
骨
は
五
十
歳
以
上
の
男
性
一
体
の
も
の
で
、
コ
ー
カ
ソ
イ
ド
系
の
特
徴
を
有
し
て
い
た

(

後
掲
、
参
考
文
献
④
、
九
二
〜
一
〇
二
頁)

。

ま
た
墓
誌
に
よ
れ
ば
、
被
葬
者
の
姓
名
は

｢

安
伽｣

と
い
い
、
埋
葬
は
北
周
の
大
象
元
年

(
五
七
九)

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
安
姓
は
い
う
ま
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訳�
＝

ソ
グ
ド
人
漢
文
墓
誌
訳
注

(

９)

西
安
出
土

｢

安
伽
墓
誌｣

(

北
周
・
大
象
元
年)

ソ
グ
ド
人
墓
誌
研
究
ゼ
ミ
ナ
ー
ル



で
も
な
く
ブ
ハ
ラ
系
の
ソ
グ
ド
姓
で
あ
り
、
誌
蓋
と
誌
石
に
は

｢

薩
保｣

の
肩
書
き
が
刻
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
は
上
述
の
墓
門
上
部
や
石
棺
牀
の

レ
リ
ー
フ
の
意
匠
か
ら
見
て
、
被
葬
者
は
ソ
グ
ド
人
と
推
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
安
伽
墓
の
墓
門
、
石
棺
牀
、
墓
誌
な
ど
の
出
土
品
は
、
現
在
は
西

安
市

｢
陝
西
歴
史
博
物
院｣

に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
こ
の

｢

安
伽
墓
誌｣

に
刻
さ
れ
た
情
報
で
あ
る
。

さ
て
、｢
安
伽
墓
誌｣

の
誌
石
は
、
縦
横
四
七
㎝
、
厚
さ
は
約
七
・
五
㎝
で
あ
り
、
墓
誌
文
は
全
一
八
行
、
毎
行
一
九
字
、
楷
書
体
で
刻
さ
れ
、

保
存
状
態
は
良
好
で
あ
る
。
誌
蓋
は
縦
横
と
も
に
誌
石
と
同
サ
イ
ズ
で
あ
り
、
篆
書
体
で
三
行
、
毎
行
四
字
で

｢

大
周
同
州
薩
保
安
君
之
墓
誌
記｣

の
十
二
字
が
刻
さ
れ
る
。
本
稿
執
筆
者
の
う
ち
、
石
見
清
裕
・
福
島
恵
の
二
名
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究

(

Ａ)
(

一
般)

｢

シ
ル
ク
ロ
ー

ド
東
部
地
域
に
お
け
る
貿
易
と
文
化
交
流
の
諸
相｣

(

研
究
代
表
・
森
安
孝
夫
、
大
阪
大
学
文
学
研
究
科
教
授)

に
よ
る
調
査
の
一
環
と
し
て
、
二

〇
〇
五
・
二
〇
〇
六
年
に
西
安
を
訪
れ
、
墓
誌
石
を
実
見
・
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
本
稿
は
、
そ
の
際
の
調
査
の
成
果
も
踏
ま
え
て
い
る
。

参
考
文
献

◯１

陝
西
省
考
古
研
究
所

｢

西
安
北
郊
北
周
安
伽
墓
発
掘
簡
報｣

(『

考
古
与
文
物』

二
〇
〇
〇
―
六)

◯２

陝
西
省
考
古
研
究
所

｢

西
安
発
掘
的
北
周
安
伽
墓｣

(『

文
物』

二
〇
〇
一
―
一)

◯３

韓
偉

｢

北
周
安
伽
墓
圍
屏
石
榻
之
相
関
問
題
浅
見｣

(『

文
物』

二
〇
〇
一
―
一)

◯４

陝
西
省
考
古
研
究
所
編
著

『

西
安
北
周
安
伽
墓』

(
文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年)

◯５

劉
文
鎖

｢《

安
伽
墓
誌
》
与�
関
中
本
位
政
策�｣(『
中
山
大
学
学
報

(

社
会
科
学
版)』

二
〇
〇
三
―
一)

◯６

栄
新
江
・
張
志
清
主
編

『

従
撒
馬
爾
干
到
長
安
―
粟
特
人
在
中
国
的
文
化
遺
迹』

(

北
京
図
書
館
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年)

◯７

羅
新
・
葉�『
新
出
魏
晋
南
北
朝
墓
誌
疏
証』

(

中
華
書
局
、
二
〇
〇
五
年)

◯８

韓
理
洲
等
輯
校
編
年

『

全
後
周
文
補
遺』

(『

全
北
斉
北
周
文
補
遺』
、
三
秦
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年)

以
上
の
う
ち
、｢

安
伽
墓
誌｣

の
拓
本
写
真
は
、
文
献
◯１
三
四
頁
、
◯２
八
頁
、
◯４
六
一
頁
、
◯６
六
六
頁
に
、
録
文
は
、
文
献
◯１
三
五
頁
、
②
二
五

〜
二
六
頁
、
◯４
六
一
〜
六
二
頁
、
◯５
四
一
頁
、
◯７
三
〇
八
頁
、
◯８
四
三
頁
に
、
墓
誌
文
と
在
来
史
料
と
の
基
礎
的
な
対
照
は
、
文
献
◯１
三
三
頁
、
◯２
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二
一
〜
二
三
頁
、
◯４
六
二
〜
六
三
頁
、
◯５
四
一
〜
四
二
頁
に
、
そ
れ
ぞ
れ
掲
載
さ
れ
る
。
墓
室
の
構
造
や
出
土
遺
物
、
お
よ
び
発
掘
調
査
経
過
の
詳

細
は
、
文
献
◯１
、
◯２
、
◯４
を
、
ま
た
レ
リ
ー
フ
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
文
献
◯２
、
◯３
、
◯４
を
、
ま
た
墓
誌
の
出
土
状
況
の
写
真
は
、
文
献
◯２
図
五
、

◯４
図
版
九
を
参
照
さ
れ
た
い
。

｢

安
伽
墓
誌｣

訳
注

凡
例

１

本
訳
注
は
、
録
文
・
訓
読
・
語
釈
・
口
語
訳
か
ら
な
る
。

２

テ
キ
ス
ト
は
、
上
記
文
献
◯４
六
一
頁
お
よ
び
◯６
六
六
頁
の
拓
本
写
真
に
よ
る
。
さ
ら
に
現
地
調
査
に
よ
っ
て
録
文
を
確
定
し
た
。

３

録
文
は
、
極
力
テ
キ
ス
ト
の
字
体
に
忠
実
に
写
し
、
一
部
の
異
体
字
は
本
字
に
改
め
た
。
改
行
、
空
格
も
テ
キ
ス
ト
ど
お
り
と
し
、
便
宜
上
句

読
点
を
付
し
た
。
ま
た
、
訓
読
と
語
釈
見
出
し
の
字
体
は
録
文
に
従
い
、
そ
れ
以
外
は
常
用
漢
字
を
使
用
し
た
。
訓
読
の
送
り
が
な
は
現
代
か

な
づ
か
い
と
し
た
。

４

引
用
史
料
の
典
拠
は
次
の
と
お
り
で
、
引
用
箇
所
を
頁
数
で
示
し
た
。

正
史
・『

唐
六
典』

・『

元
和
郡
県
図
志』

・『

太
平
寰
宇
記』

＝
中
華
書
局
・
標
点
本

『

詩
経』

＝
集
英
社
・
漢
詩
大
系

『

春
秋
左

氏
伝』

・『

孟
子』

・『

大
載
礼
記』

・『

文
選』

・『

蒙
求』
＝
明
治
書
院
・
新
釈
漢
文
大
系

『

尹
文
子』

＝

『

周
秦
名
家
三
子
校
詮』

｢

尹

文
子
校
詮｣

古
籍
出
版
社

５

担
当
は
、
録
文
を
福
島
恵
が
作
成
し
、
訳
注
は
原
文
第
六
行

｢

師
儀
郷
邑｣

ま
で
を
周
春
暉
、
第
一
四
行
ま
で
を
峰
雪
幸
人
、
銘
文
を
植
田
喜

兵
成
智
が
、
考
察
の
う
ち

｢

同
州
と
西
魏
・
北
周
の
覇
府｣

を
吉
田
愛
、
そ
れ
以
外
を
石
見
が
分
担
執
筆
し
、
そ
れ
ら
を
福
島
と
石
見
が
ま
と

め
た
。
考
察

｢

墓
主
の
事
跡

(

２)

―
大
都
督
に
つ
い
て
―｣

は
山
下
将
司
・
平
田
陽
一
郎
の
教
示
を
得
た
。
地
図
は
福
島
が
作
成
し
た
。
本

稿
の
責
任
の
一
切
は
、
石
見
に
あ
る
も
の
と
す
る
。
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【
録
文
】

�
大

周

大

都

督
、同

州

薩

保
、安

君

墓

誌

銘

�
君

諱

伽
、字

大

伽
、姑

蔵

昌

松

人
。其

先

黄

帝

之

苗

裔
。分

�
族

因

居

命

氏
。世

濟

門

風
、代

増

家

慶
。

父

突

建
、冠

軍

�
将

軍
、眉

州

刺

史
。幼

擅

嘉

聲
、長�
望

實
。履

仁

蹈

義
、忠

�
君

信

友
。母

杜

氏
、昌

松

縣

君
。婉

茲

四

徳
、�
此

三

従
。肅

�
睦

閨�
、師

儀

郷

邑
。君

誕

之

宿

祉
、蔚

其

早

令
。不

同

流

�
俗
、不

雜�
塵
。績

宣

朝

野
、見

推

里�
、遂

除

同

州

薩

保
。

�
君

政

撫

閑

合
、遠

迩

祗

恩
。徳

盛

位

隆
、於

義

斯

在
。俄

除

�
大

都

督
。董

茲

戎

政
、肅

是

軍

容
。志

効

鷄

鳴
、身

期

馬

革
。

��
而

芒

芒

天

道
、杳

杳

神

祇
、福

善

之

言
、一

何

無

驗
。周

大

��
象

元�
五

月
、遘

疾

終

於

家
。春

秋

六

十

二
。其�
歳

次

��
己

亥

十

月

己

未

朔
、�
於

長

安

之

東
。距

��
城

七

里
。但

陵

谷

易

徙
、居

諸

難

息
。佳

城

有�
、�
勒

永

��
無

虧
。其

詞

曰
、

��
基

遥

轉

固
、派

久

弥

清
。光

踰

照

廡
、價

重

連

城
。方

鴻

等

��
鶩
、�
驥

齊

征
。如

何

天

道
、奄�
泉�
。寒

原

寂

寞
、曠

野

��
蕭

條
。岱

山

終

礪
、拱

木

俄�焦
。佳

城

欝
、隴

月

昭

昭
。�
□

��
易

、金

石

難

銷
。

【
訓
読
】

大
周
の
大◯１

都
督
、
同◯２

州
薩
保
、
安
君
の
墓
誌
銘

君
、
諱
は
伽
、
字
は
大
伽
、
姑◯３

蔵
昌
松
の
人
な
り
。
其
の
先
は
黄◯４

帝
の
苗
裔
な
り
。
族
を
分
か
ち
、
居
に
因
り
て
氏◯５

に
命な
づ

く
。
世
々
門
風
を
濟な

し
、
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代
々
家
慶
を
増
す
。
父
突
建
は
、
冠◯６

軍
将
軍
、
眉◯７

州
刺
史
な
り
。
幼
く
し
て
嘉
聲
を

擅
ほ
し
い
ま
ま

に
し
、
長
じ
て
望◯８

實
を� あ
ら
わ(�

)

す
。
仁
を
履
み
義
を

蹈
み
、
君
に
忠
た
り
友
に
信
た
り
。
母
杜
氏
は
、
昌◯９

松
縣
君
な
り
。
茲
の
四◯�
徳
に
婉
し
た
が

い
、
此
の
三◯�
従
を�

ひ
ろ(

弘)

む
。
閏◯��
に
肅
睦
た
り
て
、
郷

邑
に
師
儀
た
り
。

君
、
之
の
宿
祉
に
誕
れ
、
其
の
早◯�
令
に
蔚
た
り
。
流
俗
を
同と
も

に
せ
ず
、◯��
ご
う(

囂)

塵じ
ん

に
雜
ら
ず
。
績
は
朝
野
に
宣あ

が
り
、
見
は
里◯��

に
推
さ
れ
、

遂
に
同
州
の
薩
保
に
除
さ
る
。
君
の
政
は
閑◯�
合
を
撫
し
、
遠
迩
、
恩
に�
あ

た
る
。�
は
盛
ん
に
し
て
位
は
隆
く
、
義
に
お
け
る
や
斯
に
在
り
。
俄
か

に
し
て
大
都
督
に
除
さ
る
。
茲
の
戎
政
を
董
し
、
是
の
軍
容
を
肅
す
。
志◯�
は
鷄
鳴
に
効な
ら

い
、
身◯�
は
馬
革
を
期
す
。
而
れ
ど
も
芒◯�
芒
た
る
天
道
、
杳◯�
杳

た
る
神
祇
、
福
善
の
言
、
一
に
何
ぞ
驗
無
か
ら
ん
。
周
の
大
象
元�
五
月
、
疾
に
遘
い
て
家
に
終
る
。
春
秋
六
十
二
。
其
の�
の
歳
次
己
亥
十
月
己

未
朔
、
長
安
の
東
に�お

く
。
城◯�
を
拒
る
こ
と
七
里
な
り
。
但
だ
陵
谷
は
徙
り
易
く
、
居◯�
諸
息と
ど

ま
り
難
し
。
佳◯�
城◯��

や
ぶ(�

)

れ
る
こ
と
有
れ
ど
も
、
勒

に�
う
が

ち
て
永
く
虧
け
る
こ
と
無
か
ら
し
め
ん
。
其
の
詞
に
曰
く
、

基
は
遥
か
に
し
て
轉う

た

た
固
く
、
派
は
久
し
く
し
て
彌
い
よ
い

よ
清
し
。
光
は
照◯�
廡
を
踰
え
、
價
は
連◯�
城
よ
り
重
し
。
鴻
と
等
し
く
鶩は
し

る
に
方た
ぐ

え
ら
れ
、

驥
と
齊
し
く
征
く
に�

(

譬)

え
ら
る
。
天
道
を
如
何
せ
ん
、
奄
か
に
し
て
泉◯��
を�
ぬ

る
。

寒
原
は
寂
寞
と
し
て
、
曠
野
は
蕭
條
た
り
。
岱◯�
山
も
終
に
は
礪
と
な
り
、
拱◯�
木
も
俄
か
に
樵
と
な
る
。
佳
城
は
欝◯�
欝
た
り
て
、
隴◯�
月
は
昭
昭
た
り
。

�◯�
…
は
…
し
易
け
れ
ど
も
、
金
石
は
銷ほ
ろ

び
難
か
ら
ん
。

【
語
釈
】

◯１

｢

大
都
督｣

軍
隊
の
指
揮
統
率
官
、
ま
た
は
位
階
の
一
つ
。
後
掲
、
考
察

｢

墓
主
の
事
跡

(

２)

―
大
都
督
に
つ
い
て
―｣

参
照
。

◯２

｢

同
州
薩
保｣

同
州
は
現
在
の
陜
西
省
大��
県
。
王
仲
犖

『
北
周
地
理
志』

関
中
、
同
州

(

五
五
頁)

参
照
。
薩
保
は
ソ
グ
ド
語�������

の

漢
字
音
写
で
、｢

薩
甫｣

｢

薩
宝｣

と
も
表
記
す
る
。
隋
以
前
は
ソ
グ
ド
人
聚
落
の
リ
ー
ダ
ー
、
唐
で
は
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒
の
監
督
者

(

本
誌
第

二
六
号

｢

史
射
勿
墓
誌
訳
注｣

語
釈
◯５
参
照)

。

◯３

｢

姑
蔵
昌
松｣

姑
蔵
は
、
涼
州
武
威
郡
の
異
称
で
、
現
在
の
甘
粛
省
武
威
市
。『
元
和
郡
県
図
志』

巻
四
〇
、
涼
州
の
条

(

一
〇
二
〇
頁)

に
よ

れ
ば
、
昌
松
県
は
姑
蔵
県
の
東
南
一
二
〇
里

(

約
五
〇
㎞)

に
位
置
す
る
。『

北
周
地
理
志』

隴
右
、
涼
州

(

二
一
三
〜
二
一
四
頁)

参
照
。
現

在
の
武
威
と
天
祝
蔵
族
自
治
県
の
中
間
付
近
。『

魏
書』

巻
一
〇
六
下
、
地
形
志
下

(
二
六
二
四
頁)

で
は
、
涼
州
に
昌
松
郡
が
置
か
れ
、
温
泉
・

�

次
・
莫
口
の
三
県
を
領
し
て
い
る
。
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◯４

｢

黄
帝｣

中
国
伝
説
上
の
五
帝
の
一
人
目
。｢

曹
欽
墓
誌｣

(『

唐
代
墓
誌
彙
編
続
集』

乾
封
一
四
、
一
六
六
頁)

に

｢

其
先
黄
帝
之
後｣

と
あ
り
、

｢
李

(

安)

元
光
及
妻
阿
史
那
氏
墓
誌｣

(

同
、
貞
元
三
〇
、
七
五
四
頁)

に

｢

軒
轅
氏
廿
五
子
在
四
裔
者
、
此
其
一
焉｣

と
あ
り
、
ソ
グ
ド
人
の

も
の
と
思
わ
れ
る
墓
誌
に
も
黄
帝
を
先
祖
と
す
る
例
が
見
ら
れ
る
。

◯５

｢

氏
に
命
く｣

命
氏
は
、
氏
を
賜
う
、
ま
た
は
氏
に
名
づ
く
の
意
。『

春
秋
左
氏
伝』

隠
公
八
年
の
伝

(

九
〇
〜
九
一
頁)

に

｢

天
子
建
徳
、
因

生
以
賜
姓
。
胙
之
土
而
命
之
氏｣

と
あ
り
、『

旧
唐
書』

巻
八
一
、
劉
祥
道
伝

(

二
七
五
二
頁)

に

｢

両
漢
用
人
、
亦
久
居
其
職
。
所
以
因
官
命

氏
、
有
倉
・�
之
姓｣

な
ど
と
あ
る
。
こ
こ
は
主
語
が
天
子
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
、｢

な
づ
く｣

と
訓
じ
る
。

◯６

｢

冠
軍
将
軍｣
王
仲
犖

『

北
周
六
典』

巻
九
、
戎
号

(

六
〇
一
頁)

に
よ
れ
ば
、
冠
軍
将
軍
は
七
命
に
位
置
さ
れ
る
。『

魏
書』

巻
一
一
三
、
官

氏
志
九

(

二
九
九
五
頁)
に
よ
れ
ば
、
従
三
品
に
お
か
れ
、
後
の
唐
代
に
は
冠
軍
大
将
軍
と
呼
ば
れ
、『

旧
唐
書』

巻
四
二
、
職
官
志
一

(

一
七

九
二
頁)

で
は
正
三
品
の
武
散
官
で
あ
る
。

◯７

｢

眉
州
刺
史｣

眉
州
は
現
在
の
四
川
省
眉
山
県
一
帯
。『

北
周
地
理
志』

剣
南
、
眉
州

(

二
六
〇
頁)

参
照
。
西
魏
末
年
以
降
、
北
周
は
確
か
に

四
川
ま
で
支
配
力
を
伸
ば
す

(

前
島
佳
孝

｢

西
魏
の
四
川
進
攻
と
梁
の
帝
位
闘
争｣

、
中
央
大
学

『

大
学
院
研
究
年
報』

〈

文
学
研
究
科
篇
〉
二
九
、

二
〇
〇
〇
年
、
同

｢

西
魏
・
北
周
の
四
川
支
配
の
確
立
と
そ
の
経
営｣

、
中
央
大
学
人
文
科
学
研
究
所

『

人
文
研
紀
要』

六
五
、
二
〇
〇
九
年)

が
、
安
伽
の
父
が
眉
州
の
刺
史
を
勤
め
た
と
も
思
わ
れ
ず
、
こ
れ
は
遥
領
ま
た
は
死
後
贈
官
な
ど
の
名
目
的
な
授
官
で
あ
ろ
う
。

◯８

｢

望
實
を�
す｣

｢�
｣

は

｢�
｣

の
譌
字
。�
は
標
に
通
ず
。｢

望
実｣

は
外
見
と
内
実
。

◯９

｢

昌
松
縣
君｣

縣
君
は
外
命
婦

(

宮
廷
外
の
女
性
の
封
爵)

の
一
つ
。『

周
書』

巻
五
、
武
帝
紀
、
保
定
二
年

(

五
六
二)

閏
正
月
己
丑
の
条

(

六
六
頁)

に
、｢

詔
柱
国
以
下
、
帥
都
督
以
上
、
母
妻
授
太
夫
人
、
夫
人
、
郡
君
、
県
君
各
有
差｣

と
あ
り
、
県
君
授
与
の
例
が
見
え
る

(『

北

周
六
典』

巻
九
、
県
君

[

六
二
一
〜
六
二
二
頁]

参
照)

。
ち
な
み
に
、
唐
代
の
外
命
の
制
は
、『

唐
六
典』

巻
二
、
尚
書
吏
部
、
司
封
郎
中
の
条

(

三
九
頁)

に

｢

五
品
、
若
勲
官
三
品
有
封
、
母
・
妻
為
県
君｣

と
規
定
さ
れ
る
。

◯�

｢

四
徳｣

婦
人
の
守
る
べ
き
四
つ
の
教
え
。
婦
徳
、
婦
言
、
婦
容
、
婦
功

(
本
誌
二
七
号

｢

史
訶
耽
夫
妻
墓
誌
訳
注｣

語
釈
◯�
参
照)

。

◯�

｢

三
従｣
『

大
載
礼
記』

本
命

(

五
一
九
頁)

に
よ
れ
ば
、
婦
人
に
は
三
従
の
道
が
あ
り
、｢

在
家
従
父
、
適
人
従
夫
、
夫
死
従
子
、
無
所
敢
自

遂
也｣

と
さ
れ
る
。

◯�

｢

閏�
に
肅
睦
た
り｣

｢

閏�｣
は
、
ね
や
と
お
く
ざ
し
き
、
婦
人
の
居
處
。｢

肅
睦｣
は
、
つ
つ
し
み
む
つ
ま
じ
い
様
子
。

◯�

｢

早
令｣

｢

早｣

は
若
い
、｢

令｣

は
よ
い
。
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◯�
｢�

塵｣

か
ま
び
す
し
い
俗
世
間
。
世
俗
の
う
る
さ
く
穢
れ
て
い
る
意
。｢�

｣

は

｢

囂｣

。

◯�
｢

里�
｣

村
里
。

◯�
｢

閑
合｣

｢

閑｣

は
ふ
さ
ぐ
、
お
だ
や
か
、
ひ
ま
。｢

合｣

は
あ
う
、
な
ら
ぶ
、
と
も
、
つ
れ
あ
い
。｢

閑
合｣

は
古
典
・
詩
文
に
用
例
を
見
出
し

得
な
い
が
、
こ
こ
は
文
意
か
ら
安
易
に
生
活
す
る
人
々
、
庶
民
の
意
と
思
わ
れ
る
。

◯�
｢

志
は
鷄
鳴
に
効
い｣

｢

鷄
鳴｣

は
、
鶏
の
鳴
き
声
。『

孟
子』

尽
心
章
句
上

(

四
六
三
頁)

に

｢�
鳴
而
起
、
孳
孳
為
善
者
、
舜
之
徒
也｣

と

あ
る
。
こ
こ
で
は
、
か
の
聖
人
の
舜
の
志
に
倣
う
意
。

◯�
｢

身
は
馬
革
を
期
す｣

後
漢
、
馬
援
の
故
事
。『

後
漢
書』

巻
二
四
、
馬
援
列
伝

(

八
四
一
頁)

に

｢

男
児
要
当
死
於
辺
野
、
以
馬
革
裹
屍
還
葬

耳｣

と
あ
る
。
馬
援
が

｢
男
子
た
る
も
の
辺
境
な
ど
の
戦
地
で
死
ぬ
こ
と
を
求
め
、
馬
の
革
で
屍
を
包
ま
れ
て
還
り
葬
ら
れ
る
べ
き
だ｣

と
し
た

心
構
え
。

◯�
｢

芒
芒｣

広
々
と
し
た
さ
ま
。

◯�
｢

杳
杳｣

い
く
え
に
も
重
な
り
あ
う
さ
ま
。
誌
石
で
は
、
二
文
字
目
の
下
部
の

｢

日｣

が
未
刻

(

磨
滅
や
欠
損
で
は
な
い)

で
あ
る
が
、
上
部

が
一
文
字
目
と
同
様
で
あ
る
こ
と
、｢

芒
芒｣
と
対
句
と
な
る
こ
と
か
ら
、｢

杳｣

と
推
測
。

◯�
｢

城
を
拒
る
こ
と
七
里｣

『

隋
書』

巻
八
、
礼
儀
志
、
喪
葬
の
条

(

一
五
六
〜
一
五
七
頁)

に

｢

開
皇
初
、
高
祖
思
定
典
礼
…
…
在
京
師
葬
者
、

去
城
七
里
外｣

と
あ
り
、
隋
代
に
は
都
を
離
れ
る
こ
と
七
里
以
内
に
は
埋
葬
で
き
な
い
と
さ
れ
、『

天
聖
令』

喪
葬
令
・
不
行
唐
令
第
四
条
に
も

｢

諸
去
京
城
七
里
内
、
不
得
葬
埋｣

と
受
け
継
が
れ
た
。
本
墓
誌
か
ら
、
同
様
の
規
定
が
北
周
期
に
す
で
に
存
在
し
て
い
た
可
能
性
が
指
摘
で
き

よ
う
。
後
掲
、
考
察

｢

西
安
北
郊
の
ソ
グ
ド
人
墓｣

参
照
。

◯�

｢

居
諸｣

日
月
の
こ
と
。『

詩
経』

国
風
、�
風
、
柏
舟

(

上
、
一
一
〇
頁)

に

｢

日
居
月
諸
、
胡
迭
而
微｣

と
あ
る
。

◯�

｢

佳
城｣

良
い
城
。
転
じ
て
、
墓
地
。
後
掲
語
釈
◯�
参
照
。

◯�

｢�
れ
る｣�
は�
に
同
じ
。
く
ず
れ
る
、
や
ぶ
れ
る
。

◯�

｢

照
廡｣

値
が
付
け
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
玉
。『

尹
文
子』

巻
上

(

三
一
〜
三
二
頁)

掲
載
の
故
事
を
ふ
ま
え
た
表
現
。
魏
の
田
父
が
耕
地
で
見
つ

け
た
玉
が
、
夜
に
自
宅
の
軒
下
で
光
っ
た
た
め
に
田
父
は
恐
れ
て
棄
て
、
隣
人
が
こ
れ
を
魏
王
に
献
上
し
た
と
こ
ろ
、
玉
工
が

｢

天
下
の
宝｣

と

鑑
定
し
た
と
い
う
。
四
部
叢
刊
初
編

(

〇
九
四)

｢

尹
文
子｣

(

五
頁)

は
、｢

田
父｣
を

｢
田
夫｣

に
作
る
。

◯�

｢

連
城｣

連
城
璧
。
十
五
城
に
も
匹
敵
し
た
和
氏
の
璧
の
こ
と
。
本
誌
二
九
号

｢

史
鉄
棒
墓
誌
訳
注｣

語
釈
◯�
参
照
。
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◯�
｢

泉�｣
墓
門
。｢�｣
は
門
戸
の
こ
と
。
黄
泉
へ
の
門
。

◯�
｢

岱
山
も
終
に
は
礪
と
な
り｣

岱
山
は
泰
山
の
こ
と
。『

史
記』

巻
一
八
、
高
祖
功
臣
侯
者
年
表

(

八
七
七
頁)

に
見
え
る

｢

封
爵
之
誓
曰
、
使

河
如
帯
、
泰
山
若�
。
国
以
永
寧
、
爰
及
苗
裔｣

を
踏
ま
え
た
表
現
。
永
久
に
変
わ
ら
な
い
誓
約
の
喩
え
。
こ
こ
は
、
泰
山
も
磨
滅
す
る
ほ
ど
長

い
時
の
経
つ
意
。
本
誌
三
二
号

｢

史
道
徳
墓
誌
訳
注｣

語
釈
◯�
参
照
。

◯�
｢

拱
木
も
俄
か
に
樵
と
な
る｣

拱
木
は
、
墓
に
植
え
た
木
。｢

墓
木
已
拱｣
(

墓
の
木
が
両
手
で
囲
む
太
さ
に
な
る
ほ
ど
年
月
が
た
つ
意
。『

春
秋

左
氏
伝』

僖
公
三
二
年

[

四
三
九
頁]

参
照)

を
踏
ま
え
た
表
現
。
長
い
年
月
を
経
て
大
木
と
な
っ
た
墓
地
の
木
も
、
や
が
て
は
切
り
倒
さ
れ
る

と
い
う
意
。

◯�
｢

欝｣
｢

欝

(

鬱)｣
の
下
に
お
ど
り
字
は
な
い
が
、
あ
る
も
の
と
し
て
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。｢

欝
欝｣

は
樹
木
が
こ
ん
も
り
し
げ
っ
て
い
る
様

子
。『

蒙
求』

滕
公
佳
城

(
五
〇
八
頁)

に

｢

佳
城
鬱
鬱
、
三
千
年
見
白
日｣

と
あ
る
。
本
誌
二
七
号

｢

史
訶
耽
夫
妻
墓
誌
訳
注｣

語
釈
◯�
参
照
。

◯�
｢

隴
月｣

｢

隴
月｣

は

｢

壟

(
あ
ぜ)

に
か
か
る
月｣

と
と
る
よ
り
も
、｢

朧
月｣

と
解
す
る
方
が
よ
い
。『

文
選』

哀
傷
、
潘
安
仁

｢

悼
亡
詩｣

(

詩
篇
、
二
三
五
〜
二
三
六
頁)

に
、｢�
寒
無
與
同
、
朗
月
何
朧
朧｣

と
あ
る
。
朧
月
は
墓
地
の
描
写
に
し
ば
し
ば
使
わ
れ
、｢

史
訶
耽
夫
妻
墓

誌｣

銘
文
に

｢

朧
月
空
懸｣

と
あ
り

(
本
誌
二
七
号
、
一
五
七
頁)

、｢

史
鉄
棒
墓
誌｣

銘
文
に
も

｢

朧
月
霄
映｣

と
あ
る

(

本
誌
二
九
号
、
八
四

頁)

。

◯�
｢�

…
は
…
し｣

第
一
七
行

｢�｣
の
下
は
刻
字
が
あ
り
、
磨
滅
の
た
め
判
読
不
能
だ
が
、
第
一
八
行

｢

易｣

の
下
は
刻
字
が
な
く
、
一
字
分

の
空
格
が
あ
る
。
文
意
か
ら
見
て
、
意
図
的
な
空
格
で
は
な
く
、｢

ほ
ろ
ぶ｣

｢

き
え
る｣

｢

く
ず
れ
る｣

な
ど
の
意
味
を
持
つ
文
字
の
未
刻
だ
と

思
わ
れ
る
。

【
口
語
訳
】

北
周
の
大
都
督
、
同
州
薩
保
、
安
君
の
墓
誌
銘

君
は
、
諱
を
伽
、
字
を
大
伽
と
い
い
、
姑
蔵
昌
松
の
人
で
あ
る
。
そ
の
先
祖
は
黄
帝
の
末
裔
で
あ
る
。
分
か
れ
た
一
族
が
、
そ
の
居
住
地
に
よ
っ

て
そ
れ
ぞ
れ
姓
を
名
乗
っ
た
。
以
後
、
代
々
そ
の
家
風
を
受
け
継
ぎ
、
一
門
の
幸
い
は
増
し
て
い
っ
た
。
父
の
突
建
は
、
冠
軍
将
軍
・
眉
州
刺
史
で

あ
っ
た
。
幼
く
し
て
立
派
な
声
聞
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
、
成
長
し
て
か
ら
も
名
実
と
も
に
秀
で
た
人
で
あ
っ
た
。
正
し
い
仁
義
を
踏
み
行
い
、
君
主

に
は
忠
義
を
尽
く
し
て
友
人
に
は
誠
実
で
あ
っ
た
。
母
の
杜
氏
は
、
昌
松
県
君
で
あ
っ
た
。
彼
女
は
婦
人
の
守
る
べ
き
四
つ
の
教
え
に
従
い
、
婦
人

― 145 ―



の
徳
に
よ
っ
て
よ
く
仕
え
た
。
奥
座
敷
に
い
て
は
つ
つ
し
み
睦
み
、
手
本
と
な
っ
て
郷
里
を
教
導
し
た
。

君
は
、
こ
の
よ
う
な
幸
せ
な
宿
命
の
も
と
に
生
ま
れ
、
若
い
頃
か
ら
立
派
に
育
っ
た
。
世
俗
と
行
動
を
と
も
に
せ
ず
、
俗
塵
の
者
と
交
わ
る
こ
と

が
な
か
っ
た
。
や
が
て
、
そ
の
功
績
は
朝
野
に
明
ら
か
と
な
り
、
そ
の
見
識
は
里
人
た
ち
に
推
さ
れ
、
遂
に
同
州
の
薩
保
に
任
命
さ
れ
た
。
君
の
政

治
は
庶
民
を
い
つ
く
し
み
、
遠
近
の
人
々
は
そ
の
恩
を
う
け
た
。
君
の�
は
盛
ん
で
位
は
高
く
、
ま
さ
に
道
義
は
こ
こ
に
き
わ
ま
っ
た
。
そ
こ
で
、

間
も
な
く
し
て
大
都
督
に
任
命
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
軍
政
を
監
督
し
、
こ
の
軍
容
を
厳
粛
に
し
た
。
そ
の
志
は
か
の
舜
の
よ
う
に
高
く
、
そ
の
身
は

か
の
馬
援
の
よ
う
に
潔
か
っ
た
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
広
々
と
し
た
天
道
や
重
な
り
合
っ
た
天
地
の
神
々
の
、
善
人
に
幸
福
を
も
た
ら
す
べ
き
言
葉
は
、
ど
う
し
て
み
な
効
果

が
現
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
君
は
、
周
の
大
象
元
年

(

五
七
九)

五
月
に
病
気
に
罹
り
、
家
で
そ
の
生
涯
を
終
え
た
。
享
年
は
六
十
二
で
あ
っ
た
。

そ
の
年
、
歳
次
己
亥
の
十
月
己
未
朔
の
日
、
長
安
の
東
に
埋
葬
さ
れ
た
。
城
か
ら
七
里
の
距
離
に
あ
る
場
所
で
あ
る
。
た
だ
し
、
陵
墓
の
地
は
移
ろ

い
や
す
く
、
月
日
は
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
。
墓
地
は
い
ず
れ
は
崩
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
君
の
業
績
は
石
に
刻
ん
で
朽
ち
る
こ
と
が
な
い

よ
う
に
す
る
。
そ
の
詞
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
族
の
初
め
は
は
る
か
昔
に
さ
か
の
ぼ
り
、
血
統
は
ま
す
ま
す
固
く
結
び
つ
き
、
生
じ
た
派
脈
は
長
い
年
月
を
か
け
て
い
よ
い
よ
清
ら
か
で
あ
っ

た
。
そ
こ
よ
り
生
じ
た
君
の
光
は
、
か
の
軒の

き

を
照
ら
し
た
玉
よ
り
も
輝
き
、
そ
の
価
値
は
あ
の
和
氏
の
璧
よ
り
も
尊
か
っ
た
。
君
の
走
る
姿
は
鴻
鳥

に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
、
君
の
行
く
姿
は
駿
馬
に
た
と
え
ら
れ
た
。
そ
れ
な
の
に
天
の
道
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
、
俄
か
に
君
は
亡
く
な
り
、

墓
の
扉
は
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

ひ
っ
そ
り
と
し
た
墓
地
の
原
は
さ
び
し
く
む
な
し
く
、
広
々
と
し
た
野
原
は
静
ま
り
か
え
っ
て
い
る
。
泰
山
も
い
つ
か
は
磨
滅
し
、
大
樹
も
や
が

て
は
薪
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
墓
地
は
樹
木
が
う
っ
そ
う
と
生
い
茂
り
、
朧
月
は
明
る
く
照
ら
し
て
い
る
。
か
と
り
絹
や
…
は
…
し
や
す
い
が
、
金
石

は
滅
び
ず
に
い
つ
ま
で
も
残
る
で
あ
ろ
う
。

考

察

�������������

安
氏
を
姓
と
す
る
ソ
グ
ド
人
の
存
在
は
、
こ
れ
ま
で
に
編
纂
史
書
や
考
古
史
料
に
よ
っ
て
数
多
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
墓
誌
史
料
に
限
れ
ば
実
は
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本

｢

安
伽
墓
誌｣

が
最
古
の
も
の
で
あ
る
。
墓
主
安
伽
に
相
当
す
る
人
物
は
、
在
来
の
史
料
中
に
は
一
切
見
当
た
ら
な
い
。
本
墓
誌
の
発
見
に
よ
っ

て
、
初
め
て
そ
の
存
在
が
確
認
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
。

本
墓
誌
文
の
構
文
は
、
誌
題

(

第
一
行)

、
誌
序

(

第
二
〜
一
四
行)

、
銘

(

第
一
五
行
以
下)

か
ら
な
る
。
銘
は
二
章
立
て
で
、
第
一
章
で
墓
主

の
血
統
と
生
前
の
栄
え
あ
る
姿
が
、
第
二
章
で
墓
地
の
寂
し
さ
と
墓
主
の
栄
光
が
忘
れ
去
ら
れ
な
い
よ
う
願
う
気
持
ち
が
詠
わ
れ
る
。
誌
序
は
、
◯１

家
系
と
父
母
の
記
述

(

第
六
行

｢

師
儀
郷
邑｣

ま
で)

、
◯２

生
前
の
墓
主
の
事
跡

(

第
九
行

｢

身
期
馬
革｣

ま
で)

、
◯３

墓
主
の
死
と
埋
葬
の
記
述
、

の
ご
と
く
に
段
落
分
け
さ
れ
よ
う
。
全
体
と
し
て
さ
ほ
ど
長
文
で
は
な
く
、
生
前
の
墓
主
に
関
す
る
情
報
量
も
多
く
は
な
い
。

さ
て
、
墓
誌
文
に
よ
れ
ば
、
墓
主
安
伽
は
北
周
・
大
象
元
年

(

五
七
九)

に
数
え
年
六
十
二
歳
で
没
し
た
の
だ
か
ら
、
生
年
は
五
一
八
年

(

北
魏
・

孝
明
帝
の
神
亀
元
年)

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
生
涯
を
北
朝
政
治
史
に
重
ね
て
み
れ
ば
、
安
伽
十
八
歳
の
時
に
北
魏
が
東
魏
・
西
魏
に
分
裂
し
、

四
十
歳
の
時
に
北
周
が
西
魏
よ
り
禅
譲
を
受
け
、
そ
し
て
安
伽
は
北
周
が
北
斉
を
併
合
し
た
二
年
後
に
没
し
た
。
さ
ら
に
そ
の
没
後
二
年
に
、
隋
の

文
帝
が
即
位
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
墓
主
安
伽
は
、
北
魏
の
最
末
期
か
ら
隋
の
成
立
の
直
前
ま
で
の
時
代
を
生
き
た
人
で
あ
る
。

残
念
な
が
ら
、
彼
の
妻
に
関
し
て
は
墓
誌
に
は
一
切
記
す
と
こ
ろ
が
な
い
。
別
に
夫
人
の
墓
誌
は
出
土
せ
ず
、
ま
た
発
掘
報
告
に
は
男
性
一
体
分

の
人
骨
し
か
報
告
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
夫
婦
合
葬
墓
で
は
な
い
と
思
わ
れ
、
安
伽
の
婚
姻
関
係
は
全
く
わ
か
ら
な
い
。
祖
先
の
記
述
に
つ
い
て
も
、

祖
父
以
前
に
は
遡
ら
ず
、
墓
主
の
両
親
に
関
し
て
記
す
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
父
の
突
建
は
冠
軍
将
軍
・
眉
州
刺
史
、
母
の
杜
氏
は
昌
松

県
君
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
官
職
が
、
北
魏
・
東
魏
・
北
周
の
い
ず
れ
の
も
の
な
の
か
に
つ
い
て
も
不
明
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
語
釈
◯７
で
も

触
れ
た
よ
う
に
、
ソ
グ
ド
系
安
氏
の
者
が
四
川
・
眉
州
の
刺
史
を
勤
め
た
と
も
思
わ
れ
な
い
の
で
、
両
親
の
官
職
は
息
子
安
伽
の
地
位
に
よ
る
死
後

の
贈
官
と
見
る
の
が
穏
当
か
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
両
親
の
官
職
か
ら
だ
け
で
は
、
安
伽
の
一
族
の
中
国
移
住
時
期
が
北
魏
な
の
か
、
東

魏
な
の
か
、
北
周
な
の
か
は
断
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
墓
誌
文
第
二
行
に
墓
主
の
本
貫
を

｢

姑
蔵
昌
松｣

と
刻
し
て
い
る
の
で
、
親
の
代
に
は
こ
こ
に
移
住
し
て
い
た
可
能
性
は
あ
ろ
う
。
注

目
さ
れ
る
の
は
、
母
親
の
姓
を

｢

杜
氏｣

と
記
す
こ
と
で
あ
る
。
杜
氏
は
ソ
グ
ド
姓
に
は
な
く
、
漢
族
姓
で
あ
る
の
で
、
安
伽
の
母
が
漢
族
だ
と
す

れ
ば
、
父
の
突
建
は
姑
蔵
で
彼
女
と
結
婚
し
た
可
能
性
が
高
い
。
と
す
れ
ば
、
安
伽
は
姑
蔵
で
ソ
グ
ド
人
と
漢
人
の
ハ
ー
フ
と
し
て
生
ま
れ
た
こ
と

に
な
り
、
ソ
グ
ド
語
・
漢
語
の
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

安
伽
の
父
が
一
時
姑
蔵
に
住
ん
だ
と
見
る
の
は
、
同
地
が
ソ
グ
ド
人
の
多
く
居
住
す
る
地
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
頷
け
よ
う
。
武
威
周
辺
に
は
安

興
貴
・
安
修
仁
・
安
元
寿
・
安
敬
忠
な
ど
が
、
ま
た
北
西
の
酒
泉
に
は
安
諾
槃
陀
・
安
吐
根
な
ど
の
ソ
グ
ド
人
が
、
特
に
安
姓
の
者
が
史
料
上
多
く
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確
認
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
安
伽
自
身
は
長
安
で
埋
葬
さ
れ
た
の
で

あ
る
か
ら
、
一
家
は

(

少
な
く
と
も
安
伽
は)

武
威
周
辺
か
ら
さ
ら
に
長
安
に

移
住
し
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
武
威
か
ら
長
安
へ
の
移
住
ル
ー
ト

は
、
姑
蔵
昌
松
か
ら
南
向
し
て
天
祝
蔵
族
自
治
県
、
烏
鞘
嶺
を
越
え
て
蘭
州
に

出
て
、
渭
水
沿
い
の
ル
ー
ト
を
東
向
す
る
か
、
あ
る
い
は
姑
蔵
昌
松
か
ら
武
威

を
通
っ
て
東
の
中
寧
方
面
に
出
て
、
清
水
河
沿
い
を
南
東
に
向
か
っ
て
固
原
方

面
を
通
る
ル
ー
ト
か
、
そ
の
い
ず
れ
か
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

����������そ
の
安
伽
墓
が
発
見
さ
れ
た
西
安
市
北
郊
一
帯
で
は
、
同
じ
ソ
グ
ド
人
の
史

君
墓

(

井
上
村
、
二
〇
〇
三
年
発
掘)
・
康
業
墓

(�亢
底
寨
村
、
二
〇
〇
四
年

発
掘)

、
さ
ら
に
は�
賓
人
の
李
誕
墓

(
南
康
村
、
二
〇
〇
五
年
発
掘
、
福
島

恵

｢�
賓
李
氏
一
族
攷
―
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
バ
ク
ト
リ
ア
商
人
―｣

(『

史
学
雑

誌』

一
一
九
―
二
、
二
〇
一
〇
年
、
参
照)

が
、
相
次
い
で
発
見
さ
れ
た
。
そ

れ
ら
の
位
置
関
係
は
、
安
伽
墓
の
北
約
一
五
〇�
に
康
業
墓
、
さ
ら
に
そ
の
北

方
約
五
〇
〇�
に
李
誕
墓
、
安
伽
墓
の
東
方
約
二
㎞
に
史
君
墓
が
分
布
す
る

([

図
１]

参
照)

。｢

李
誕
墓
誌｣

に

｢

其�
閏
月
、
葬
中
郷
里

(
其
の�[
北

周
・
保
定
四
年
、
五
六
四
年]

の
閏
月
、
中
郷
里
に
葬
す)｣

と
あ
る
の
で
、

こ
の
一
帯
は

｢

中
郷
里｣

と
呼
ば
れ
る
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
す
る
と
、

こ
の
中
郷
里
は
、
北
周
時
代
に
は
外
国
人
の
墓
葬
地
で
あ
っ
た
可
能
性
が
想
定

さ
れ
て
く
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
外
国
人
墓
が
発
見
さ
れ
た
場
所
は
、
唐
・
長
安
城
大

明
宮
区
画
の
北
方
に
あ
た
る
。
た
だ
し
、
安
伽
ら
が
埋
葬
さ
れ
た
北
周
期
に
は
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も
ち
ろ
ん
隋
・
大
興
城
も
唐
・
大
明
宮
も
築
か
れ
て
い
な
い
の
で
、
安
伽
は
漢
代
以
来
の
長
安
城
の
東
郊
に
埋
葬
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
漢
・
長
安
城

と
推
定
さ
れ
る
区
域
の
東
端
付
近
か
ら
安
伽
墓
ま
で
は
約
三
・
五
㎞
の
距
離
が
あ
り
、
一
里
約
五
〇
〇�
で
計
算
す
る
と
、
墓
誌
文
の

｢

城
を
拒
る

こ
と
七
里｣

の
記
述
と
ほ
ぼ
合
致
す
る
。
語
釈
◯�
に
触
れ
た
よ
う
に
、『

天
聖
令』

喪
葬
令
・
不
行
唐
令
第
四
条
に
、

諸
そ
京
城
を
去
る
こ
と
七
里
の
内
は
、
葬
埋
す
る
を
得
ず
。

と
あ
る
。『
唐
令
拾
遺』

で
は
、｢

附
録｣

に
隋
・
開
皇
令
と
し
て
、

京
師
に
在
り
て
葬
す
る
者
は
、
城
を
去
る
こ
と
七
里
の
外
と
せ
よ
。

と
あ
る
。『

拾
遺』
の
依
拠
し
た

『

隋
書』

巻
八
、
礼
儀
志

(

一
五
六
頁)

に
は
、

開
皇
の
初
め
、
高
祖
、
典
礼
を
定
め
ん
こ
と
を
思
う
。
…
…
其
の
喪
紀
は
、
上
は
王
公
よ
り
下
は
庶
人
に
逮
ぶ
ま
で
、
令
を
著
わ
し
て
皆
定
制

と
為
し
、
相
い
差
越
す
る
無
し
。

と
あ
り
、
続
く
後
文
中
に
右
の
文
が
登
場
す
る
。
こ
れ
だ
け
見
れ
ば
、
こ
の
喪
葬
令
条
文
は
隋
の
高
祖
が
制
定
し
た
開
皇
令
で
規
定
さ
れ
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
が
、
本

｢

安
伽
墓
誌｣

の
出
現
に
よ
っ
て
、
北
周
期
に
す
で
に

｢

城
を
去
る
こ
と
七
里｣

と
い
う
思
想
が
存
在
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
と

い
う
の
も
、
墓
誌
文
の
書
き
方
は
埋
葬
地
を
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
同
時
に
そ
こ
に
は
当
時
の
喪
葬
規
定
も
し
く
は
習
慣
が
意
識
さ
れ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
隋
・
唐
の
喪
葬
令
の
本
条
は
前
代
の
も
の
を
継
承
し
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

と
す
れ
ば
、
安
伽
が
埋
葬
さ
れ
た
長
安
城
東
郊
の
地
は
、
外
国
人
の
墓
域
で
あ
っ
た
と
見
る
よ
り
は
、
当
時
の
長
安
居
住
の
人
々
一
般
に
と
っ
て

の
墓
地
造
営
場
所
の
一
つ
だ
っ
た
と
考
え
る
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
こ
の
一
帯
は
龍
首
原
と
呼
ば
れ
、
漢
代
以
来
の
墓
葬
数
千
基
が
発
見
さ
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
北
周
期
の
大
型
墓
葬
は
主
と
し
て
西
方
の
咸
陽
市
渭
城
区

(

現
在
の
咸
陽
国
際
空
港
付
近)

よ
り
発
見
さ
れ
、
安
伽
墓

周
辺
で
の
発
見
は
さ
ほ
ど
多
く
は
な
い

(

参
考
文
献
◯４
、
三
〜
四
頁)
。
こ
う
し
た
情
況
か
ら
見
る
と
、
安
伽
・
史
君
・
康
業
・
李
誕
が
長
安
で
外

来
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
は
、
想
定
さ
れ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
四
人
は
い
ず
れ
も
ほ
ぼ
同
世
代
の
人
間
で

あ
り
、
約
十
五
年
の
間
に
同
じ
地
域
に
埋
葬
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
李
誕
の
息
子
李
陀
の
妻
は
安
氏
で
あ
り
、
ソ
グ
ド
人
と
見
ら

れ
、�
賓
人
の
李
誕
が
ソ
グ
ド
人
と
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る

(

以
上
、
福
島
恵
前
掲
論
文
参
照)

。

｢

李
誕
墓
誌｣

に
は
、
李
誕
は
保
定
四
年
四
月
九
日
に

｢

薨
萬�
里
宅

(

萬�
里
の
宅
に
薨
ず)｣

と
あ
り
、
北
周
の
万
年
里
は
王
仲
犖

『

北
周
地

理
志』

雍
州
、
京
兆
郡
万
年
県
の
条

(

一
四
頁)

に

｢

長
安
大
城
以
内
里
坊
、
有
万
年
里

(
長
安
大
城
以
内
の
里
坊
に
、
万
年
里
有
り)｣

と
あ
る

の
で
、
李
誕
は
長
安
城
内
の
万
年
里
に
住
居
を
構
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
本

｢

安
伽
墓
誌｣
に
は
、
安
伽
の
最
期
を

｢

疾
に
遘
い
て
家
に
終
る｣
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と
記
し
て
お
り
、
そ
し
て
彼
は
長
安
城
東
郊
に
埋
葬
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
安
伽
の
家
は
長
安
に
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
。
お
そ
ら
く
は
、
李
誕
と

同
様
に
長
安
城
内
に
邸
宅
を
構
え
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

������������������
さ
て
、
墓
主
安
伽
の
生
前
の
事
跡
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
墓
誌
か
ら
知
ら
れ
る
情
報
は

｢

同
州
薩
保｣

と

｢

大
都
督｣

の
就
任
の
み
に
す
ぎ
な

い
。
ま
ず
、
同
州
薩
保
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

薩
保

(

薩
宝
・
薩
甫)
は
、
墓
主
の
時
代
に
は
ソ
グ
ド
人
集
落
の
リ
ー
ダ
ー
を
意
味
す
る
の
で
、
同
州
に
ソ
グ
ド
人
の
集
落
が
存
在
し
た
こ
と
は

認
め
ら
れ
て
よ
い
。
同
州
薩
保
の
存
在
は
、
在
来
史
料
に
は
一
切
見
ら
れ
ず
、
本
墓
誌
に
よ
っ
て
初
め
て
知
ら
れ
た
情
報
で
あ
る
。
同
州
が
置
か
れ

て
い
た
陜
西
省
大��
県
は
、
西
安
か
ら
は
北
東
約
一
一
〇
㎞
の
距
離
に
あ
る
。
上
述
の
よ
う
に
墓
主
の
居
住
地
は
長
安
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
か

ら
、
す
る
と
安
伽
の
薩
保
就
任
と
は
、
居
住
地
と
は
別
の
地
に
あ
る
ソ
グ
ド
人
集
落
の
長
に
任
命
さ
れ
て
、
そ
の
地
に
派
遣
さ
れ
た
と
い
う
事
例
を

想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
く
る
。
し
か
も
、
墓
誌
文
に
は

｢

績
は
朝
野
に
宣
が
り
、
見
は
里�
に
推
さ
れ｣

と
あ
り
、
こ
の
文
意
に
よ
る

限
り
で
は
、
安
伽
は
ソ
グ
ド
人
集
落
の
人
々
か
ら
推
戴
さ
れ
て
薩
保
に
就
任
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
推
戴
に
よ
る
官
職
就
任
の
事
例
か
ら
見
て
み
よ
う
。
本
連
載
で
は
取
り
上
げ
て
い
な
い
が
、｢

康
業
墓
誌｣

(

北
周
・
天
和
六
年

[

五
七
一])

を
見
る
と
、
そ
こ
に
恰
好
の
情
報
が
刻
さ
れ
て
い
る
。
康
業
の
父
は
西
魏
の

｢

大
天
主｣

に
就
任
し
た
。
こ
の

｢

天
主｣

は

｢�天
主｣

と
解
釈
さ
れ

(｢�天｣
字
は
唐
初
に
創
案
さ
れ
た)

、
康
業
は
父
か
ら
大
天
主
を
世
襲
し
た
の
で
あ
る
が
、
父
の
就
任
に
つ
い
て
墓
誌
文
第
二
〜
五
行
に
は
、
次
の

よ
う
に
記
さ
れ
る

(

詳
細
は
、
山
下
将
司

｢

北
朝
時
代
後
期
に
お
け
る
長
安
政
権
と
ソ
グ
ド
人
―
西
安
出
土

｢

北
周
・
康
業
墓
誌｣

の
考
察
―｣

、

森
安
孝
夫
編

『

ソ
グ
ド
か
ら
ウ
イ
グ
ル
へ』

汲
古
書
院
、
二
〇
一
一
年
、
参
照)

。

去
る
魏
の
大
統
十
年

(

五
四
四)

、
車
騎
大
将
軍
・
雍
州
呼
薬
の�
門
、
及
び
西
国
胡
の
豪
望
ら
、
挙
げ
て
大
天
主
と
為
さ
ん
と
し
て
云
う
、

｢

祖
は
世
々
忠
孝
に
し
て
、
積
み
て
義
仁
を
葉あ
つ

む
。
年
徳
は
敦
厚
に
し
て
、
且
つ
恭
、
且
つ
順
な
り
。
水
清
く
し
て
玉
潔
く
、
軌
範
と
為
る
に

堪た

う
。
物
情
に
合
う
に
諧か
な

い
、
衆
望
に
允あ

た
る
と
称た
た

え
ら
る｣

と
。
乃
ち
、
詔
を
降
し
て
許
す
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
康
業
の
父
の
大
天
主
就
任
は
、
西
魏
の
大
統
十
年
に
車
騎
大
将
軍
・
雍
州
呼
薬
で
あ
っ
た�
門
と
い
う
人
物
と
西
国
胡
の
豪
望

た
ち
が
推
薦
し
、
そ
れ
を
長
安
の
西
魏
政
権
が
承
認
し
て
人
事
が
遂
行
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
山
下
氏
に
よ
れ
ば
、�
門
が
帯
び
た
車
騎
大
将
軍

は
、
西
魏
・
大
統
十
年
時
点
で
は
建
国
功
臣
に
準
ず
る
高
官
で
あ
り
、
仮
に
こ
の
称
号
が
大
統
十
六
年
以
降
の
称
号
を
記
し
た
も
の
だ
と
し
て
も
、
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そ
れ
は
長
安
の
軍
府
長
官
も
し
く
は
そ
れ
に
匹
敵
す
る
地
位
を
示
す
官
位
で
あ
り
、�
門
は
一
定
の
地
歩
を
占
め
て
長
安
在
住
ソ
グ
ド
人
と
西
魏
政

権
と
の
橋
渡
し
役
を
担
っ
て
い
た
と
い
う
。
康
業
の
父
の
大
天
主
就
任
は
、
ま
さ
に
ソ
グ
ド
人
ト
ッ
プ
層
の
推
戴
に
よ
っ
て
実
現
し
て
い
る
の
で
あ

り
、
安
伽
の
場
合
も
同
様
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
考
え
て
み
れ
ば
、
政
権
側
が
外
来
人
集
落
の
統
治
者
を
立
て
よ
う
と
目
論
ん
で
も
、

当
事
者
た
ち
の
意
向
を
聞
か
な
け
れ
ば
適
切
な
人
事
は
で
き
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
安
伽
の
薩
保
就
任
時
期
が
、
西
魏
が
ソ
グ
ド
人
を
政
権
に
取

り
込
も
う
と
し
た
大
統
十
年
も
し
く
は
そ
れ
よ
り
や
や
後
年
の
こ
と
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
安
伽
二
十
代
半
ば
〜
三
十
代
前
半
の
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
な
ら
ば
、
居
住
地
と
は
別
の
地
の
薩
保
に
任
命
さ
れ
、
そ
の
地
に
派
遣
さ
れ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
発
見

さ
れ
て
い
る
ソ
グ
ド
人
墓
誌
の
中
に
は
、
次
の
よ
う
な
事
例
が
見
え
る
。

������������������
ａ

安
諱

(

安
修
仁
の
祖
父)
西
魏

涼
州

雍
州
薩
宝

｢

安
修
仁
墓
碑｣

ｂ

史
思

(

史
多
思)
北
周

原
州

(

固
原)

京
師

(

摩
訶)

薩
宝

｢

史
訶
耽
墓
誌｣

｢

史
鉄
棒
墓
誌｣

ｃ

史
君

北
周

長
安

涼
州
薩
保

｢

史
君
墓
誌｣

ｄ

虞
弘

隋

太
原

(

ま
た
は�

)

并･

代･

介
三
州
郷
団
検
校
薩
保
府

｢

虞
弘
墓
誌｣

[

参
考
文
献

ａ
…
山
下
将
司

｢

隋
・
唐
初
の
河
西
ソ
グ
ド
人
軍
団
―
天
理
図
書
館
蔵

『

文
館
詞
林』

｢

安
修
仁
墓
碑
銘｣

残
巻
を
め
ぐ
っ

て
―｣

(『

東
方
学』

一
一
〇
、
二
〇
〇
五
年)
、
ｂ
…
本
誌
二
七
号
・
二
九
号
、
ｃ
…
石
見
清
裕

｢

西
安
出
土
北
周

｢

史
君
墓
誌｣

漢
文

部
分
訳
注
・
考
察｣
(

森
安
孝
夫
編

『

ソ
グ
ド
か
ら
ウ
イ
グ
ル
へ』

汲
古
書
院
、
二
〇
一
一
年)

、
ｄ
…
本
誌
三
三
号]

以
上
の
例
を
見
れ
ば
、
薩
保
と
は
必
ず
し
も
居
住
地
の
ソ
グ
ド
人
集
落
の
リ
ー
ダ
ー
に
就
任
す
る
と
は
限
ら
ず
、
そ
れ
以
外
の
地
の
薩
保
を
帯
び

る
者
が
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
安
伽
の
場
合
も
、
同
様
の
事
例
だ
っ
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
彼
の
場
合
も
他
の
事
例
も
、
薩
保
就
任

者
が
赴
任
地

(

安
伽
な
ら
ば
同
州)

に
常
駐
す
る
の
で
は
な
く
、
普
段
は
長
安
に
い
て
薩
保
就
任
地
の
ソ
グ
ド
人
と
長
安
政
権
と
の
仲
介
役
を
果
た

し
て
い
た
と
い
う
可
能
性
は
、
想
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
安
伽
を
薩
保
に
推
戴
し
た
の
は
、
同
州
の
ソ
グ
ド
人
た
ち
か
、
も
し

く
は
彼
ら
と
つ
な
が
り
を
持
つ
長
安
の
ソ
グ
ド
人
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
前
述
の
と
お
り
安
伽
は
ソ
グ
ド
人
の
父
と
漢
人
の
母
と
の
間
の

ハ
ー
フ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
彼
は
ソ
グ
ド
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
一
員
で
あ
り
、
し
か
も
相
当
の
人
望
を
集
め
る
存
在
だ
っ
た
は
ず
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で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
色
と
ソ
グ
ド
色
の
濃
い
、
あ
れ
ほ
ど
立
派
な
墓
が
造
ら
れ
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。

�����������������
一
方
、
安
伽
が
就
任
し
た
も
う
一
つ
の
大
都
督
は
武
官
で
あ
り
、
軍
事
職
で
あ
る
。
墓
誌
文
に

｢

茲
の
戎
政
を
董
し
、
是
の
軍
容
を
肅
す｣

｢

身
は

馬
革
を
期
す｣
と
あ
る
こ
と
も
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
大
都
督
と
は
ど
の
よ
う
な
任
務
に
就
く
武
官
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

西
魏
・
北
周
時
代
の
大
都
督
に
は
、
次
の
三
種
の
あ
り
方
が
認
め
ら
れ
る
。

◯１

出
征
軍
団
を
率
い
る
行
軍
司
令
官
と
し
て
の
大
都
督
。

◯２

柱
国
大
将
軍
・
開
府
儀
同
三
司
・
儀
同
三
司
の
三
種
の
散
官
に
対
し
て
、
使
持
節
と
セ
ッ
ト
で
授
与
さ
れ
る
大
都
督
号

(『

周
書』

巻
二
四
、

盧
辯
伝
、
四
〇
七
頁
。
盧
辯
伝
に
は

｢

周
制｣

と
記
さ
れ
る
が
、
実
際
に
は
西
魏
末
よ
り
施
行)

。

◯３

散
官

(

位
階)

と
し
て
の
大
都
督
。
西
魏
時
代
よ
り
散
官
と
化
し
た
大
都
督
が
多
数
存
在
し
て
お
り
、
安
伽
が
大
都
督
を
授
け
ら
れ
た
と
見

ら
れ
る
北
周
時
代
の
序
列
を
示
せ
ば

(

建
徳
四
年
以
後)

、
上
柱
国
大
将
軍
―
柱
国
大
将
軍
―
上
大
将
軍
―
大
将
軍
―
開
府
儀
同
三
司
―
儀
同

三
司
―
大
都
督
―
帥
都
督
―
都
督
と
な
る
。
一
方
、
西
魏
二
十
四
軍
制
成
立
以
後
は
、
儀
同
府
や
開
府
府

(

隋
代
で
は
車
騎
府
や
驃
騎
府)

に

属
す
る
軍
府
官
と
な
る
こ
と
も
あ
る
。
本
来
散
官
で
あ
り
な
が
ら
実
職
を
帯
び
る
場
合
が
あ
る
の
で
、
隋
の
開
皇
年
間
に
は

｢

散
実
官｣

と
呼

ば
れ
る

(『

隋
書』

巻
二
八
、
百
官
志
下
、
七
八
一
頁
。
宮
崎
市
定

『

九
品
官
人
法
の
研
究
―
科
挙
前
史
―』

同
朋
舎
、
一
九
五
六
年
、
四
九

八
〜
五
〇
五
頁
、
王
徳
権

｢

試
論
唐
代
散
官
制
度
的
成
立
過
程｣

『

唐
代
文
化
研
討
会
論
文
集』

文
史
哲
出
版
社
、
一
九
九
一
年
、
八
四
九
〜

八
五
七
頁)

。

(

以
上
、
◯１
に
つ
い
て
は
、
前
島
佳
孝

｢

西
魏
・
北
周
・
隋
初
に
お
け
る
領
域
統
治
体
制
の
諸
相｣

『

唐
代
史
研
究』

一
五
、
二
〇
一
二
年
、

二
七
〜
二
八
頁
、
◯３
に
つ
い
て
は
、
濱
口
重
國

｢

西
魏
の
二
十
四
軍
と
儀
同
府｣

、
同
氏

『

秦
漢
隋
唐
史
の
研
究』

上
巻
、
東
京
大
学
出
版

会
、
一
九
六
六
年
、
一
八
四
頁
、
一
九
六
〜
二
〇
〇
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。)

こ
の
う
ち
、
安
伽
が
帯
び
た
大
都
督
の
称
号
は
、
◯１
と
◯２
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
◯１
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
一
回
き
り
の
臨
戦
体
制
に
お
け

る
称
号
で
あ
る
か
ら
、
墓
誌
に
は

｢

某
々
を
討
伐
す｣

の
ご
と
き
文
言
が
続
き
そ
う
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
墓
誌
文
第
一
行
の
誌
題
に
肩
書
き
が

｢

大
都
督
、
同
州
薩
保｣

と
記
さ
れ
る
の
も
そ
ぐ
わ
な
い
。
ま
た
、
◯２
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
本
来
の
肩
書
き
で
あ
る
柱
国
大
将
軍
・
開
府
儀
同
三
司
・

儀
同
三
司
の
称
号
が
墓
誌
に
は
必
ず
記
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
安
伽
の
大
都
督
は
◯３
の
位
階
と
解
釈
す
る
の
が
最
も
妥
当
で
あ
る
。
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た
だ
し
、
◯３
の
場
合
に
複
雑
な
の
は
、｢

大
都
督｣

自
体
は
勲
功
の
閲
歴
や
軍
事
上
の
位
階
を
示
す
に
す
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て
大
都
督
で
あ
る
か

ら
と
い
っ
て
必
ず
し
も
軍
を
率
い
て
軍
事
に
参
加
す
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
西
魏
二
十
四
軍
制
成
立
以
後
は
、
二
十
四
軍

制
の
軍
府

(

儀
同
府
・
開
府
府)

に
属
す
る
大
都
督
と
し
て
軍
隊
を
率
い
る
こ
と
も
あ
り
得
る
と
い
う
点
で
あ
る

(

前
掲
濱
口
論
文
、
一
八
四
頁
お

よ
び
一
九
六
〜
二
〇
〇
頁)

。
安
伽
墓
誌
に
は

｢

茲
の
戎
政
を
董
し
、
是
の
軍
容
を
肅
す
云
々｣

の
文
言
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
武
官
職
に
在

る
者
を
讃
え
る
常
套
句
と
し
て
の
修
辞
で
な
い
と
す
れ
ば
、
安
伽
は
二
十
四
軍
制
下
の
軍
府
に
属
す
る
大
都
督
と
し
て
実
際
に
軍
隊
を
率
い
た
こ
と

に
な
る
。

安
伽
が
軍
府
に
従
属
す
る
大
都
督
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
如
何
な
る
兵
種
の
軍
隊
を
率
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
西
魏
〜
隋
の
地
方
軍
府
は
郷
兵
集

団
か
ら
な
る
と
は
し
ば
し
ば
い
わ
れ
る
が

(

谷
川
道
雄

｢

北
朝
後
期
の
郷
兵
集
団｣

、
同
氏

『

増
補
隋
唐
帝
国
形
成
史
論』

筑
摩
書
房
、
一
九
九
八

年
、
二
一
九
〜
二
五
七
頁
。
濱
口
重
國
・
唐
長
孺
・
菊
池
英
夫
説
に
つ
い
て
も
谷
川
論
文
参
照)

、
で
は
実
際
に
郷
兵
を
組
織
・
統
率
し
て
い
た
官

職
は
ど
れ
が
そ
れ
に
あ
た
る
の
か
と
い
う
と
、
実
は
明
確
で
は
な
い
。
西
魏
で
最
初
に
郷
兵
の
結
集
が
行
わ
れ
た
当
時

(

大
統
十
二
年
頃)

、
そ
の

結
集
を
行
っ
た
郷
望
に
与
え
ら
れ
た
官
が

｢
帥
都
督｣

で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

(

谷
川
道
雄

｢

西
魏
二
十
四
軍
の
成
立
と
豪
族
社
会｣

『

増
補
隋
唐
帝
国
形
成
史
論』

四
三
三
〜
四
四
八
頁)

。
し
か
し
、
最
終
的
に
二
十
四
軍
制

(

隋
唐
の
府
兵
制
の
前
身)

が
成
立
し
た
後
、
郷
兵
を
統

率
す
る
官
が
ど
れ
で
あ
っ
た
の
か
は
、
史
料
上
に
明
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
濱
口
重
國
氏
は
、
そ
の
官
を
儀
同
府
の
長
官
で
あ
る
儀
同
三
司

で
あ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る

(

濱
口
、
前
掲
論
文
一
九
九
〜
二
〇
〇
頁)

。
た
し
か
に
、
西
魏
の
郷
兵
統
率
者
の
多
く
が
帥
都
督
か
ら
大
都
督
を
経

て
、
北
周
に
替
わ
る
頃
ま
で
に
儀
同
三
司
に
昇
進
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
見
解
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。
本
誌
前
号
で
取
り
上
げ
た
虞
弘
も
、
北
周
末
に

儀
同
大
将
軍
の
職
を
も
っ
て
郷
団
を
統
率
し
て
お
り
、
隋
代
に
お
い
て
も
、
軍
府
長
官
の
儀
同
や
開
府

(

あ
る
い
は
車
騎
・
驃
騎)

が
郷
団
を
領
し

た
と
あ
る

(『

隋
書』

巻
二
八
、
百
官
志
下
、
七
七
八
頁)

。

と
こ
ろ
が
、
隋
代
で
は
、
儀
同
や
開
府
な
ど
で
は
な
く
、
大
都
督
の
官
を
以
て
郷
兵
を
統
率
す
る
例
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
、
そ
れ
ら
は
以
下
の
と

お
り
で
あ
る
。

◯１

｢

安
修
仁
碑｣

(

山
下
、
前
掲

｢

隋
・
唐
初
の
河
西
ソ
グ
ド
人
軍
団｣

、
六
六
〜
六
七
頁)

都
督
に
遷
さ
れ
儀
同
の
兵
を
検
校
す
。
…
…

ま
た
大
都
督
と
為
り
、
本
郷
兵
を
領
す
。(

武
威)

◯２

『

隋
書』

巻
六
四
、
張�
伝

(

一
五
一
〇
頁)

高
祖
、
相
と
作
り
、
大
都
督
を
授
け
ら
れ
、
郷
兵
を
領
す
。(

淮
陰)
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◯３

『

北
史』

巻
七
六
、
来
護
児
伝

(

二
五
九
〇
頁)

開
皇
の
初
め
に
及
ん
で
、
宇
文
忻
・
賀
若
弼
等
、
広
陵
に
鎮
し
、
並
び
に
深
く
相
い
礼
重
す
。
大
都
督
に
除
せ
ら
れ
、
本
郷
兵
を
領
す
。(

広

陵)
た
だ
し
、
そ
の
一
方
で
、
軍
府
長
官
た
る
身
分
で
郷
兵
を
統
率
し
て
い
る
例
も
見
え
る
。

◯４

『

隋
書』
巻
六
三
、
樊
子
蓋
伝

(

一
四
八
九
頁)

高
祖
、
禅
を
受
け
、
儀
同
を
以
て
郷
兵
を
領
す
。(

廬
江)

◯５

『

隋
書』

巻
六
三
、
劉
権
伝

(

一
五
〇
四
頁)

高
祖
、
禅
を
受
け
、
車
騎
将
軍
を
以
て
郷
兵
を
領
す
。(

彭
城)

右
の
う
ち
、
◯２
〜
◯５
は
い
ず
れ
も
陳
と
の
境
界
付
近
で
あ
り
、
◯１
は
武
威
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
は
隋
の
縁
辺
に
お
け
る
新
た
な
軍
備
拡
充
の
動

き
と
見
ら
れ
る

(

谷
川
道
雄

｢

府
兵
制
国
家
論｣

『

増
補
隋
唐
帝
国
形
成
史
論』

四
六
三
〜
四
六
四
頁
、
山
下
、
前
掲

｢

隋
・
唐
初
の
河
西
ソ
グ
ド

人
軍
団｣

一
〇
〜
一
一
頁)

。

以
上
の
よ
う
に
、
隋
の
文
帝
期
に
お
い
て
、
し
か
も
帝
国
の
縁
辺
で
大
都
督
が
郷
兵
の
結
集
・
統
率
を
行
っ
た
例
が
見
ら
れ
る
が
、
今
の
と
こ
ろ

わ
ず
か
三
例
で
あ
り
、
し
か
も
軍
府
長
官

(

儀
同
等)

に
よ
る
郷
兵
結
集
も
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
は
通
例
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
結
論
と
し
て
い
え
る
の
は
、
安
伽
が
帯
び
た
大
都
督
の
称
号
は
、
位
階
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
散
実
官
と
し
て
二
十
四
軍
制

下
の
軍
府
に
属
す
る
大
都
督
と
も
考
え
ら
れ
、
隋
代
の
郷
兵
結
集
・
統
率
の
事
例
を
参
考
に
す
る
な
ら
ば
、｢

ソ
グ
ド
郷
兵
を
統
率
し
た
可
能
性
も

あ
る｣

と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
で
あ
る
。

西
魏
〜
唐
初
期
の
華
北
に
ソ
グ
ド
人
の
郷
兵
集
団
が
多
数
存
在
し
た
事
例
は
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
も
し
仮
に
安
伽
が
ソ
グ
ド
人
郷
兵
を
統

率
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
長
安
か
同
州
い
ず
れ
か
の
ソ
グ
ド
人
郷
兵
を
率
い
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
場
合
に
は
、
同

州
の
方
が
よ
り
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
本
墓
誌
の
誌
蓋
に
は

｢

大
周
同
州
薩
保
安
君
之
墓
誌
記｣

と
刻
さ
れ
、
こ

れ
が
死
亡
時
の
墓
主
の
正
式
な
肩
書
き
で
あ
り
、
そ
し
て
誌
文
第
一
行
の
誌
題
に

｢
大
周
の
大
都
督
、
同
州
薩
保
、
安
君
の
墓
誌
銘｣

と
記
さ
れ
る

の
で
あ
る
か
ら
、
墓
主
は
同
州
薩
保
で
あ
り
な
が
ら
長
安
の
ソ
グ
ド
人
の
大
都
督
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
以
上
は
あ
く

ま
で
も
推
測
に
す
ぎ
な
い
。

そ
れ
な
ら
ば
、
当
時
の
同
州
と
は
ど
の
よ
う
な
場
所
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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�����������西
魏
・
北
周
政
権
に
と
っ
て
、
同
州
は
長
安
と
並
ぶ
、
も
う
一
つ
の
政
治
的
中
心
で
あ
っ
た
。
実
質
的
な
権
力
者
で
あ
る
宇
文
泰
・
宇
文
護
が
、

自
身
の
権
力
機
構
で
あ
る
覇
府

(

大
丞
相
府
・
中
外
府)

を
同
州
に
置
い
た
の
で
あ
る
。
永
熙
三
年

(

五
三
四)

七
月
、
高
歓
と
不
和
に
な
り
、
宇

文
泰
を
頼
っ
て
逃
れ
て
き
た
孝
武
帝
が
洛
陽
か
ら
関
中
に
入
っ
て
以
来
、
皇
帝
と
朝
廷
の
所
在
地
で
あ
る
都
は
伝
統
あ
る
長
安
に
置
か
れ
た
。
こ
れ

よ
り
前
、
宇
文
泰
は
夏
州

(

陝
西
省
楡
林
市
靖
辺
県)

刺
史
と
な
っ
て
任
地
に
い
た
が
、
関
中
の
軍
を
統
率
し
て
い
た
賀
抜
岳
が
殺
害
さ
れ
た
の
を

受
け
て
後
継
者
に
推
さ
れ
、
平
涼

(

寧
夏
回
族
自
治
区
固
原
市)

に
い
た
岳
の
三
軍
を
併
せ
た
。
と
す
る
と
、
勢
力
基
盤
は
夏
州
・
平
涼
に
あ
っ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宇
文
泰
が
敢
え
て
同
州
に
覇
府
を
置
い
た
の
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。

『

周
書』

巻
二
、
文
帝
紀
下
、
大
統
四
年

(

五
三
八)

三
月
の
条

(

二
五
頁)

に
、

四
年
春
三
月
、
太
祖

(

宇
文
泰)
諸
将
を
率
い
て
入
朝
す
。
礼
畢
わ
り
て
、
華
州

(

後
の
同
州)

に
還
る
。

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
期
に
は
同
州
は
宇
文
泰
の
本
拠
地
に
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
折
し
も
そ
の
前
年
、
東
魏
の
高
歓
が
二
十
万
の
大
軍

を
率
い
て
蒲
津
か
ら
黄
河
を
渡
り
、
同
州
へ
進
軍
し
て
い
る
。
弘
農
に
い
た
宇
文
泰
の
元
に
は
わ
ず
か
な
兵
力
し
か
い
な
か
っ
た
が
、
慌
て
て
西
へ

引
き
返
し
、
同
州
の
南
側
に
位
置
す
る
沙
苑
で
背
水
の
陣
を
敷
い
た
。
字
文
泰
は
、
圧
倒
的
な
兵
力
差
を
計
略
で
カ
バ
ー
し
て
最
終
的
に
は
勝
利
を

収
め
た
も
の
の
、
そ
れ
と
同
時
に
、
東
魏
の
攻
撃
を
防
ぐ
上
で
い
か
に
同
州
が
軍
事
的
に
重
要
な
地
点
で
あ
る
か
を
痛
感
し
た
に
違
い
な
い
。�

(

首
都)

と
晋
陽

(

覇
府)

の
二
重
体
制
を
採
る
東
魏
で
は
、
六
鎮
出
身
の
兵
力
を
高
歓
の
本
拠
地
で
あ
る
晋
陽
に
プ
ー
ル
し
て
い
た
。
そ
の
晋
陽

か
ら
汾
河
沿
い
に
南
下
し
、
蒲
津
か
ら
黄
河
を
越
え
、
朝
邑
・
同
州
を
経
て
長
安
へ
向
か
う
ル
ー
ト
は
、
後
に
李
淵
が
太
原

(

晋
陽)

で
挙
兵
し
て

長
安
へ
向
か
っ
た
と
き
、
ま
た
円
仁
が
五
台
山
か
ら
太
原
経
由
で
長
安
へ
上
っ
た
と
き
に
利
用
し
た
経
路
と
も
軌
を
一
に
す
る
、
非
常
に
一
般
的
な

も
の
だ
っ
た
。
北
魏
が
黄
河
を
隔
て
て
東
西
に
分
裂
し
、
互
い
に
正
当
性
を
主
張
し
合
っ
て
い
た
当
時
、
西
魏
か
ら
す
れ
ば
敵
国
と
い
え
ば
ま
ず
東

魏
を
指
し
た
。
宇
文
泰
は
沙
苑
の
戦
い
を
教
訓
と
し
て
、
長
安
―
晋
陽
間
の
要
衝
で
あ
る
と
と
も
に
前
線
基
地
で
も
あ
る
同
州
に
駐
屯
し
、
最
高
軍

事
指
導
者
と
し
て
の
立
場
を
保
ち
な
が
ら
、
そ
の
軍
事
力
を
背
景
に
長
安
の
皇
帝
や
朝
廷
を
支
配
下
に
お
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『

周
書』

本
紀
に
は
、
宇
文
泰
が
同
州
へ
赴
い
た
記
事
が
四
件
見
え
る

(｢

↓｣

の
前
後
は
同
州
に
滞
在
す
る
前
後
の
所
在
地)

。

(

Ⅰ)

大
統
四
年

(

五
三
八)

三
月

(

長
安
↓)

〜

八
月
庚
寅

(

三
日�
↓
穀
城)

(

Ⅱ)

大
統
四
年
十
月
頃

(

長
安
↓)

〜

五
年

(

五
三
九)

冬

(

↓
華
陰)
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(

Ⅲ)

大
統
九

(

五
四
三)

年
十
月

(

櫟
陽
↓)

〜

十
年

(

五
四
四)

五
月

(

↓
長
安)

(

Ⅳ)

大
統
十
四

(

五
四
八)

年
五
月

(

長
安
↓)

〜

十
六
年

(

五
五
〇)

七
月

(

↓
東
伐)

た
だ
し
、
大
統
八
年

(

五
四
二)

に
第
三
子
の
覚

(

孝
閔
帝)

が
、
翌
九
年
に
は
第
四
子
の�(

武
帝)

が
同
州
で
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
勘
案

す
る
と
、
平
時
に
同
州
に
滞
在
し
た
記
録
は
省
略
さ
れ
、
右
記
の
例
は
特
に
重
要
な
情
報
が
残
っ
た
だ
け
に
過
ぎ
ま
い
。(

Ⅰ)
(

Ⅱ)

は
そ
れ
ぞ
れ

河
橋
の
戦
い
の
前
後
、(

Ⅲ)

は�
山
の
戦
い
の
後
、(

Ⅳ)

は
侯
景
が
い
っ
た
ん
南
朝
梁
と
結
び
な
が
ら
、
そ
の
後
建
康
を
陥
れ
た
時
期
と
重
な
り
、

全
て
有
事
の
際
の
記
録
だ
か
ら
で
あ
る
。
河
橋
・�
山
は
と
も
に
洛
陽
の
近
辺
に
あ
り
、
両
魏
は
北
魏
の
首
都
で
あ
っ
た
洛
陽
を
繰
り
返
し
争
っ
て

い
た
。
同
州
は
晋
陽
方
面
に
備
え
る
の
み
な
ら
ず
、
洛
陽
方
面
へ
の
進
出
拠
点
で
も
あ
っ
た
。
出
土
資
料
に
も
当
時
の
人
々
の
認
識
を
物
語
っ
て
い

る
も
の
が
あ
る
。
北
周

｢
盧
蘭
墓
誌｣

に
は
、
墓
主
が

｢

長
安｣

に
薨
じ
な
が
ら
、
大
統
十
七
年

(

五
五
一)

に

｢

同
州
武
郷
郡
之
北
原｣

に
仮
埋

葬
さ
れ
、
北
斉
が
滅
亡
し
て
東
西
統
一
さ
れ
た
後
の
北
周
・
大
象
二
年

(

五
八
〇)

に
、
夫
で
あ
る
元
寿
安

(

字
は
修
義)

の
眠
る

｢

洛
陽
芒
山

(�
山)

之
旧
陵｣

に
合
葬
さ
れ
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
元
寿
安
は
北
魏
の
宗
室
で
、
彼
自
身
の
墓
誌
に
よ
る
と
、
北
魏
・
孝
昌
二
年

(

五

二
六)

に

｢�
水
之
東｣

、
す
な
わ
ち�
山
に
葬
ら
れ
た

(

趙
超

『

漢
魏
南
北
朝
墓
誌
彙
編』

天
津
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
、
一
九
〇
〜
一
九

二
頁
、
四
九
一
〜
四
九
三
頁)

。
盧
蘭
の
仮
埋
葬
は
、�
山
へ
の
合
葬
が
念
頭
に
あ
っ
て
の
こ
と
だ
っ
た
が
、
死
亡
し
た
長
安
で
は
な
く
同
州
が
選

ば
れ
た
の
は
、
や
は
り
洛
陽
へ
の
前
線
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

谷
川
道
雄
氏
は
、
同
州
を
こ
う
し
た
対
東
魏
・
北
斉
作
戦
の
戦
略
基
地
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
宇
文
氏
が
元
氏
の
伝
統
的
な
権
威
か
ら
独
立
す

る
意
味
も
あ
っ
て
、
長
安
で
は
な
く
同
州
を
軍
事
的
権
力
の
根
拠
地
と
し
た
点
に
着
目
し
、
さ
ら
に
こ
の
首
都

(

権
威)

の
長
安
と
覇
府

(

権
力)

の
同
州
と
い
う
二
重
体
制
の
構
図
は
、
北
周
に
な
っ
て
か
ら
も
基
本
的
に
変
化
は
な
か
っ
た
と
し
て
、
両
都
制
の
一
種
と
い
う
枠
組
み
で
捉
え
て
い

る

(

谷
川
道
雄

｢

両
魏
斉
周
時
代
の
覇
府
と
王
都｣

『

増
補
隋
唐
帝
国
形
成
史
論』

三
九
八
〜
四
〇
八
頁)

。
こ
れ
に
対
し
て
、
前
島
佳
孝
氏
は
政
権

の
権
力
構
造
は
さ
て
お
き
、
領
域
統
治
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
農
耕
と
牧
畜
の
二
つ
の
世
界
を
代
表
し
て
い
た
東
魏
・
北
斉
の�
と
晋
陽
と
は

異
な
り
、
長
安
と
同
州
は
同
じ
く
渭
水
流
域
の
関
中
盆
地
に
位
置
し
て
い
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
自
性
を
持
っ
て
領
域
統
治
エ
リ
ア
を
分
け
合
っ

て
い
た
と
は
考
え
が
た
い
と
し
、
両
都
市
を
と
も
に
西
魏
・
北
周
政
権
全
体
の
中
核
地
域
と
見
な
し
て
い
る

(

前
島
、
前
掲

｢

西
魏
・
北
周
・
隋
初

に
お
け
る
領
域
統
治
体
制
の
諸
相｣

、
二
五
〜
二
六
頁)

。

宇
文
泰
の
死
後
、
北
周
建
国
の
立
役
者
と
な
り
、
そ
の
後
十
五
年
に
わ
た
り
実
権
を
掌
握
し
た
宇
文
護
は
、
叔
父
の
宇
文
泰
の
手
法
を
踏
襲
し
て
、

同
州
に
覇
府

(

中
外
府)

を
開
き
、
軍
政
を
一
手
に
握
っ
た
。
晋
国
公
と
な
っ
た
宇
文
護
は
、『
太
平
寰
宇
記』

巻
二
八
、
関
西
道
四
、
同
州
朝
邑
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県
の
条

(

六
〇
二
頁)

に
、

長
春
宮
は
、
強
梁
原
の
上
に
在
り
。
周
の
武
帝
の
保
定
五
年
、
宇
文
護
の
築
く

所
な
り
。
初
め
晋
城
と
名
づ
く
。
武
帝
の
建
徳
二
年
、
長
春
宮
を
置
く
。

と
あ
る
よ
う
に
、
保
定
五
年

(

五
六
五)

に
は
同
州
に
晋
城

(

後
の
長
春
宮)

を
建

設
し
て
い
る
。
晋
城
の
位
置
は
、
現
在
の
大
茘
県
朝
邑
鎮
北
西
の
北
寨
子
村
に
あ
た

り
、
今
で
は
概
ね
村
落
や
農
地
に
な
っ
て
い
る
が
、
西
側
の
城
壁
の
版
築
は
そ
れ
と

は
っ
き
り
確
認
で
き
る
形
で
残
っ
て
い
る

([

図
２]

お
よ
び
大
茘
県
志
編
纂
委
員

会
編

『

大
茘
県
志』

陝
西
人
民
出
版
社
、
一
九
九
四
年
、
八
七
七
頁
参
照)

。
一
帯

は
高
台
に
な
っ
て
お
り
、
黄
河
・
洛
河
・
渭
河
流
域
の
平
野
を
一
望
で
き
る
好
立
地

で
、
天
気
が
良
け
れ
ば
か
つ
て
の
蒲
津
の
渡
し
の
あ
た
り
に
あ
る
黄
河
対
岸
の
鸛
鵲

楼
も
見
渡
せ
る
。
つ
ま
り
、
北
斉
側
の
異
変
に
も
す
ぐ
に
対
処
で
き
る
場
所
に
身
を

置
い
て
い
た
こ
と
か
ら
、
宇
文
護
の
最
高
軍
事
指
導
者
と
し
て
の
第
一
の
責
務
は
北

斉
対
策
だ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。

建
徳
元
年

(

五
七
二)

、
武
帝
は
宇
文
護
を
殺
害
し
、
中
外
府
を
廃
止
し
て
軍
事

権
を
手
中
に
収
め
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
武
帝
は
建
徳
三
年

(

五
七
四)

か
ら
五
年

(

五
七
六)

に
か
け
て
七
度
も
同
州
へ
行
幸
し
て
い
る
。

(�)
建
徳
三
年
九
月
庚
申

(

三
日�
雲
陽
宮
↓)

〜

十
月
甲
寅

(

二
十
七
日�
↓
蒲
州)

(�)
建
徳
三
年
十
月
丙
辰

(

二
十
九
日�
蒲
州
↓)

〜

十
一
月
甲
戌

(

十
七
日�
↓
長
安)

(�)
建
徳
四
年
一
月
癸
酉

(

十
七
日�
長
安
↓)

〜

三
月
丙
寅

(
十
一
日�
↓
長
安)

(�)
建
徳
四
年
十
月
甲
午

(

九
日�
長
安
↓)

〜

十
二
月
辛
亥

(
一
日�
↓
長
安)

(�)

建
徳
五
年
一
月
癸
未

(

四
日�
長
安
↓)

〜

一
月
辛
卯

(

十
二
日�
↓
河
東�束
川)

(�)

建
徳
五
年
一
月
甲
午

(

十
五
日�
河
東�束
川
↓)

〜

三
月
壬
寅

(

二
十
三
日�
↓
長
安)

(�)

建
徳
五
年
四
月
乙
卯

(

七
日�
長
安
↓)

〜

五
月
壬
辰

(

十
四
日�
↓
長
安)
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こ
れ
は
、
建
徳
四
年
七
月
、
翌
五
年
十
月
の
二
度
に
わ
た
る
北
斉
へ
の
進
攻
と
無
関
係
で
は
な
か
ろ
う
。
し
か
し
、
北
周
皇
帝
の
同
州
で
の
滞
在

期
間
は
総
体
的
に
短
く
、
同
じ
武
帝
期
で
も
、
平
時
は
同
州
で
は
な
く
、
醴
泉
宮
・
雲
陽
宮
な
ど
へ
の
避
暑
を
目
的
と
し
た
行
幸
の
ほ
う
が
多
い
。

宿
敵
だ
っ
た
北
斉
が
滅
亡
す
る
と
、
同
州
の
存
在
意
義
は
さ
ら
に
薄
れ
て
し
ま
う
。
他
方
、
北
斉
皇
帝
の
晋
陽
へ
の
行
幸
は
、
二
十
七
年
間
に
三
十

七
回
あ
り
、
滞
在
期
間
も
長
い
傾
向
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
北
斉
に
お
け
る�
と
晋
陽
の
関
係
は
両
都
制
と
呼
ぶ
に
相
応
し
い
が
、
北
周
に
お
け

る
長
安
と
同
州
の
関
係
は
、
首
都
と
重
要
軍
事
拠
点
の
範
疇
を
出
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

建
徳
五
年

(『
周
書』

で
は
建
徳
四
年)

に
同
州
刺
史
に
任
じ
ら
れ
た
尉
遅
運
の
墓
誌

(

北
周
・
大
成
元
年

[

五
七
九])

に
は
、

同
州
は�
区
に
し
て
、
神
牧
に
埒ひ

と

し
く
、
庫
兵
倉
粟
、
国
儲
は
斯
に
在
り
。

と
あ
り
、
険
峻
な
要
害
の
地
で
あ
る
同
州
に
は
、
武
器
庫
や
食
糧
庫
が
置
か
れ
、
国
家
の
蓄
え
の
多
く
が
こ
こ
に
集
中
し
て
い
た
と
い
う

(

羅
新
・

葉�『
新
出
魏
晋
南
北
朝
墓
誌
疏
証』

中
華
書
局
、
二
〇
〇
五
年
、
三
〇
四
〜
三
〇
七
頁)

。
な
お
、
同
州
夏
陽
県
の
例
で
は
あ
る
が
、『

周
書』

巻

三
五
、
薛
善
伝

(

六
二
四
頁)

に
は
、

時
に
広
く
屯
田
を
置
き
て
以
て
軍
費
に
供
さ
ん
と
欲
し
、
乃
ち
司
農
少
卿
に
除
せ
ら
れ
、
同
州
夏
陽
県
の
二
十
屯
監
を
領
す
。

又
、
夏
陽
の

諸
山
に
鉄
冶
を
置
き
、
復
た

(

薛)
善
を
し
て
冶
監
と
為
し
、
毎
月
八
千
人
を
役
し
て
軍
器
を
営
造
せ
し
む
。

と
あ
り
、
屯
田
を
開
墾
し
て
食
糧
を
生
産
し
、
諸
山
に
鉄
鍛
冶
を
置
い
て
武
器
の
製
造
に
当
た
ら
せ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
保
定
二
年

(

五
六
二)

に
は
、
龍
首
渠
が
開
か
れ
、
農
地
の
灌
漑
に
用
い
ら
れ
て
い
た

(『

周
書』

巻
五
、
武
帝
紀
上
、
六
六
頁)

。
ま
た
、
時
代
は
下
る
が
、
唐
代
に
は
、

『

唐
六
典』

巻
一
七
、
太
僕
寺
、
沙
苑
監
の
条

(

四
八
八
頁)
に
、｢

沙
苑
は
同
州
に
在
り｣

と
注
し
た
上
で
、

沙
苑
監
は
、
隴
右
諸
牧
の
牛
羊
を
牧
養
し
、
以
て
其
の
宴
会
・
祭
祀
及
び
尚
食
の
所
用
に
供
す
る
こ
と
を
掌
る
。

と
あ
る
よ
う
に
沙
苑
監
が
置
か
れ
、
朝
廷
の
行
事
や
皇
帝
の
食
事
に
供
す
る
牛
羊
を
隴
右
の
諸
牧
か
ら
預
か
る
官
営
牧
場
も
あ
り
、
牧
畜
も
行
え
る

環
境
だ
っ
た
。
そ
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
が
、
こ
の
同
州
に
は
西
魏
・
北
周
の
兵
力
が
集
中
し
、
多
く
の
兵
士
と
そ
の
家
族
が
住
ん
で
い
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
長
安
―
晋
陽
、
長
安
―
洛
陽
の
ル
ー
ト
上
に
位
置
し
、
武
器
・
食
糧
・
家
畜
そ
し
て
人
口
が
集
中
す
る
、
対
東
魏
・
北
斉
の
最

大
軍
事
拠
点
、
こ
れ
こ
そ
が
西
魏
・
北
周
の
同
州
の
姿
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
同
州
に
薩
保
が
置
か
れ
た
こ
と
を
伝
え
る

｢

安
伽
墓
誌｣

の
情
報
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
地
政
的
状
況
を
背
景
に
、
ソ
グ
ド
人

が
同
州
に
進
出
し
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
安
伽
が
大
都
督
と
し
て
ソ
グ
ド
郷
兵
を
率
い
た
の
だ
と
す
る
と
、
当
時
の
情
勢
か

ら
考
え
て
、
そ
れ
は
や
は
り
同
州
の
ソ
グ
ド
人
郷
兵
だ
っ
た
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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